
小瀬川水系洪水予報実施要領 

中国地方整備局太田川河川事務所（以下「太田川河川事務所」という。）と広島地方気象台及び下関地方気象台は、

「太田川水系及び小瀬川水系の洪水予報業務に関する細目協定（令和４年６月１３日）」（以下「細目協定」とい

う。）に基づき、小瀬川水系洪水予報業務について次のとおり実施要領を定める。 

１ 洪水予報を行う際に用いるデータ 

洪水予報を行う際に用いるデータは、小瀬川水系における流域内の気象庁雨量観測所及び国土交通省雨量・水位

観測所とし、所在は付表１、配置図は付図１のとおりとする。

２ 洪水予報を行う際の連絡 

洪水予報作業に関する連絡は、原則として、太田川河川事務所においては流域治水課長が、広島地方気象台及び下

関地方気象台においては観測予報管理官が行うものとする。 

連絡方法については、太田川河川事務所と広島地方気象台、下関地方気象台間にオンラインで接続された情報処理

システム（以下「情報システム」という。）、又は付図２に番号を示した電話・FAXによるものとする。 

３ 洪水予報の伝達 

洪水予報の伝達先及び伝達方法は、それぞれ付表２、付図２のとおりとする。 

なお、付表３に示すウェブサイトで洪水の危険度に関する情報等を公表する。 

４ 洪水予報作業の開始及び終了の時期 

（１） 洪水予報作業の開始時期は、次のいずれかの場合に双方が協議のうえ決定する。 

ア 付表４に示すいずれかの流域平均雨量が、表に示す基準値以上となり、引き続きかなりの降雨量が予想さ

れるとき 

イ 付表１（３）に示すいずれかの基準観測所の水位が水防団待機水位を超え、引き続きかなりの増水が予想

されるとき 

ウ その他、洪水予報の必要が認められ、一方から要求があったとき 

（２） 洪水予報作業の終了時期は、洪水による危険がなくなったと認められるとき、双方が協議のうえ決定する。 

５ 洪水予報の発表

（１） 洪水予報には、標題、洪水予報番号、種類、発表日時、発表官署名、見出し、主文、水位、雨量及び問い合

わせ先を記載することとし、必要に応じ、注意事項、参考資料等を記載することとする。 

（２） 発表形式にはXML形式とPDF形式があり、XML形式は気象庁防災情報XMLに基づく仕様とし、PDF形式の具体

的な発表形式は、付図３の発表形式イメージを基本とするが、詳細の文言は必要に応じて変更できるものと

する。また、緊急に発表が必要なときは、適宜予報文を簡略化するなど、迅速な発表に努めるものとする。

（３） 必要に応じて、予報文を補足する参考資料を、双方で協議の上添付することとする。なお、その際の電子デ

ータのサイズの上限は0.5MBまでとする。 



（４） 洪水予報番号は細目協定に定めた予報区域ごと、洪水ごとに一連番号とし、洪水予報の解除を最終番号とす

る。 

（５） 予報文の作成にあたっては、相互に密接な連絡を保ちつつ、洪水予警報等作成システムを用いるものとする。 

（６） 小瀬川において、付表１（３）に示すいずれかの基準観測所で最初に発表基準となった場合に発表を行い、

その後は、予報区域全体の危険度が変化した場合、その他必要と認める場合に発表を行う。 

種類及び情報名は、予報区域内で最も危険度の高い基準観測所の水位を基に選定するものとする。 

（７） 発表した予報文に誤りがあった場合は、速やかに新たな予報文を発表する。その際、発表日時は新たに発表

した日時とし、洪水予報番号は誤りがあった予報文の洪水予報番号を１つ繰り上げた番号とする。また、必要

に応じ、訂正した箇所について簡潔に注意事項に記載する。 

（８） 臨時の洪水予報については、別紙に定めるとおり運用する。 

なお、洪水予報の発表にあたり、都道府県防災部局や報道機関等へは気象台等から XML 形式で情報が提供されてい

ることを念頭に、７．に述べる情報システムの障害時を除き、FAX のみを用いるなどの変則的な運用は行わないこと

を徹底する。 

６ 洪水予報の発表基準 

  洪水予報の発表に関する具体的な水位の基準は、付表１（３）のとおりとする。 

   なお、全水位観測所において、氾濫危険水位に到達していない場合で、氾濫する可能性のある水位への到達を 3 

時間先までに予測した場合は、氾濫危険情報を発表する。また、これを除く条件で、避難判断水位に到達していな

い場合で、氾濫危険水位の到達を 4 時間先以降に予測した場合は、60 分の間、初期値が変わっても氾濫危険水位に

到達する予測に変わりがないことを確認した上で、氾濫警戒情報を発表する。ただし、必要に応じて、太田川河川

事務所、広島地方気象台及び下関地方気象台で氾濫警戒情報の発表を協議して決めるものとする。

７ 情報システム障害時及び、洪水予報作業の機能喪失時等の措置 

（１）情報システムの障害時においては、以下の要領で作業を行う。 

ア 洪水予報作業に用いるデータの交換は、付表５の種類について、FAX又は電話等により、必要に応じ適宜行う

ものとする。 

イ 障害等により、通常の作業手順で洪水予報文を作成できない場合には、原則として洪水予警報等作成システ

ムのマニュアルに従い対応するものとする。 

なお、洪水予警報等作成システムのマニュアルで対応できない場合は、太田川河川事務所において緊急版の

作業用紙を用いて洪水予報文を作成する。この場合、FAX 等により広島地方気象台及び下関地方気象台に予

報文案を送信し、相互で確認・承認等を行う。 

ウ 障害時の予報文の部外機関への伝達については、太田川河川事務所、広島地方気象台及び下関地方気象台の

それぞれが定める方法により、確実に行うものとする。 

（２）洪水予報作業の機能喪失時等においては、以下の要領で作業を行う。 

ア 太田川河川事務所で実施すべき作業を、中国地方整備局の本局（連絡先は付表６）で代行する。 

イ 広島地方気象台及び下関地方気象台で実施すべき作業を、気象庁の他官署（連絡先は付表６）で代行する。 



８ その他 

（１） 洪水予報を円滑に実施するため、双方で定期的に対向試験を行い、習熟を図るものとする。 

（２） 本要領の内容を変更する必要が生じた場合、又は本要領に定めていない事項について一方から申し入れがあ

った場合には速やかに協議する。 

制  定  平成１２年 ５月１６日 

    一部改正  平成１７年 ８月 ５日 

    一部改正  平成１８年 ３月３１日 

    一部改正  平成１８年 ５月２３日 

         一部改正  平成１９年 ４月１９日 

         一部改正  平成２５年 ３月 ４日 

         一部改正  平成２５年 ８月３０日 

    一部改正  平成２５年１０月 １日 

    一部改正  平成２７年 ３月３１日 

    一部改正  平成２７年 ４月１０日 

    一部改正  平成２８年 ４月 １日 

    一部改正  令和 元年 ５月２９日 

    一部改正  令和 ３年 ６月 １日 

    一部改正  令和 ４年 ６月１３日 

          中国地方整備局 太田川河川事務所 流域治水課長    福田 託朗 

          広島地方気象台          防災管理官     川田 保 

          下関地方気象台            防災管理官     堀田 幸男 

附則 

 この実施要領は、令和 ７年 ２月１８日から改正する。

 この実施要領は、改修した洪水予警報等作成システムの運用開始日から施行する。
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